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30.３ .22  

 

和田町内におけるパチンコ店出店に関する状況について  

 

１  出店店舗の所在地  

・  和田町字井ノ畑、字井ノ嶋地内  

 

２  パチンコ店進出に係る主な経過概要（Ｈ 30.２ .28まで）  

・  資料１「パチンコ店進出に係る主な経過（Ｈ 30.２ .28まで）」  

参照  

 

３  手続に関する状況（条例に基づくもの他）  

○  条例、規則の概要  

・  資料２「西脇市パチンコ店、ゲームセンター及びラブホテル  

の建築等の規制に関する条例」（以下「西脇市条例」という。）  

及び資料３「西脇市パチンコ店、ゲームセンター及びラブホテ

ルの建築等の規制に関する条例施行規則」参照  

 

○  本件に対する状況  

【平成 29年 11月 28日】  

・  西脇市条例第３条に基づき、同意申請書が提出され、同日

付けで受付書類審査の後、不備是正を指示  

・  事業者へ地元への事情説明を指導  

【平成 29年 12月 19日】  

申請書類が整ったため、申請を受理  

【平成 29年 12月 20日】  

西脇市規制対象施設建築審査会（以下「審査会」という。）

開催  

・  「パチンコ店の建築等の同意申請について」諮問  

【平成 30年１月 25日】  

審査会から、「不同意が望ましい」旨の答申  

【平成 30年１月 31日】  

答申を受け、１月 31日付けで不同意決定通知書送付  

【平成 30年２月 13日】  

市議会議員協議会にて状況報告  
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４  手続に関する状況（建築基準法に基づくもの）  

○  建築基準法の状況  

・  資料４「用途地域内の建築物の用途制限の概要」参照  

・  用途地域内の建築制限は、建築基準法と異なる規制をするこ

とはできない。  

 

○  本件に対する状況  

・  建築物の建築規制について、法律による条例への委任はなく、

独自の規制はできない。  

【平成 29年 11月 28日】  

建築確認（用途変更）申請書が提出され、同日付けで受付  

【平成 29年 12月 12日】  

内容調査後、申請書を消防署へ進達  

【平成 29年 12月 19日】  

消防署による確認後、消防署から北播磨県民局へ進達  

【平成 30年１月 16日】  

県の建築確認が下り、建築基準法での手続完了  

 

５  手続に関する状況（風営法に基づくもの）  

○  風営法の状況  

・  資料５「風俗営業等の規制概要」参照  

・  場所的要件（他の要件：人的、構造的）について、全国的に

一律に施行されるべき最高限度の規制を定めたものである。  

 

○  本件に対する状況  

・  市町村条例で風営法より強度の規制をすることはできない。  

 

６  地元の状況  

○  対応等  

【平成 29年 11月 28日】  

和田町区長、南本町町内会長から、市長へ要望書が提出され

る。  

☞  西脇市条例により施設の除去等を命ずること。  

☞  周辺道路事情、風紀の悪化等による影響による懸念とと

もに、用途地域の見直し等、地域・地区づくりが必要  

【平成 30年２月 16日】  

和田町区長から、市議会議長へ新規パチンコ店出店阻止施策

を求める等の請願書が提出される。  

【平成 30年２月 22日】  

和田町区長から、市長へ嘆願書（署名添付）が提出される。  
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７  市の対応等  

○  同意申請への対応  

・  西脇市条例第４条の規定、及び、審査会からの答申を尊重し、

１月 31日付けで「不同意決定」を通知  

 

 

 

○  弁護士の助言  

・  西脇市条例第８条に基づき中止命令等（罰則規定あり）をす

るには、宝塚市と類似の案件であり、合理的な理由があれば別

だが、訴訟で負けるリスクは極めて高い。開店できない期間の

営業補償は億単位になると思われる。  

・  不同意通知に止めておくか、中止命令等を出して争うかにな

る。  

・  不同意通知で止め、中止命令等はしない方がよい。  

 

【西脇市条例抜粋】  

（建築等の規制区域）  

第４条  市長は、前条第１項の規定により建築等の同意を求められた規制対象施設

の位置が、都市計画法（昭和 43年法律第  100号）第８条第１項第１号に規定する

商業地域以外の区域であるときは、同意しない。  

【答申内容】  

○  不同意とすることが望ましい。  

・附帯意見  

西脇市条例第８条に基づき、必要な措置を命ずることについては、過去の判

例等も踏まえ、市顧問弁護士とも十分相談しながら、慎重な対応をしていただ

きたい。  
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宝塚市の事例  

・  資 料 ６ 「 宝 塚 市 の 事 例 」 参 照  

○  建 築 工 事 続 行 禁 止 請 求 事 件 （ パ チ ン コ 店 等 建 築 規 制 条 例 事 件 ）  

・  宝 塚 市 が 、 パ チ ン コ 店 を 建 築 し よ う と し て い る 建 築 主 に 対 し て 、

宝 塚 市 パ チ ン コ 店 等 、 ゲ ー ム セ ン タ ー 及 び ラ ブ ホ テ ル の 建 築 等 の 規

制 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 宝 塚 市 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 パ チ ン

コ 店 の 建 築 工 事 を 続 け る こ と の 禁 止 を 求 め た も の  

・  宝 塚 市 は 、 本 件 提 訴 の 前 に 、 続 行 禁 止 の 仮 処 分 申 請 を し 、 仮 処 分

決 定 を 受 け た が 、 ２ 審 判 決 （ 控 訴 棄 却 ） 後 に 仮 処 分 決 定 が 取 り 消 さ

れ 、 仮 処 分 申 請 は 却 下 さ れ た 。  

・  １ 審 ２ 審 と も 、 宝 塚 市 条 例 が 風 営 法 及 び 建 築 基 準 法 に 違 反 し て い

る と し て 宝 塚 市 が 敗 訴 し た が 、 最 高 裁 で は 本 請 求 は 、 裁 判 所 法 に い

う 「 法 律 上 の 争 訴 」 に 当 た ら な い と し て 、 原 判 決 を 破 棄 し 、 １ 審 判

決 が 取 り 消 さ れ 、 訴 え そ の も の が 却 下 さ れ た 。  

 

○  損 害 賠 償 請 求 事 件 （ パ チ ン コ 店 工 事 続 行 禁 止 仮 処 分 決 定 に 伴 う 損 害 賠 償 請 求 事 件 ）  

・  宝 塚 市 が 、 宝 塚 市 条 例 に よ り 、 パ チ ン コ 店 の 建 築 工 事 を 続 け る こ

と の 禁 止 の 仮 処 分 決 定 を 受 け 、 工 事 を 中 止 さ せ 、 仮 処 分 決 定 取 消 ま

で の 間 に 得 る こ と が で き た で あ ろ う 利 益 に つ い て 、 建 築 主 兼 事 業 者

Ａ と 建 築 工 事 業 者 Ｂ が 、 宝 塚 市 に 対 し 損 害 賠 償 請 求 （ 合 わ せ て 約 18

億  8,000万 円 と 遅 延 損 害 金 ） し た 事 件  

・  神 戸 地 裁 で は 、 市 が 敗 訴 し 、 Ａ に 約 １ 億  8,500万 円 と 遅 延 損 害 金

を 合 わ せ て 、 ま た 、 Ｂ に 、 約 １ 億  4,000万 円 と 遅 延 損 害 金 を 合 わ せ

て の 賠 償 命 令  

（ 宝 塚 市 条 例 が 風 営 法 及 び 建 築 基 準 法 に 矛 盾 抵 触 す る と し 、 法 的 検

討 が 不 十 分 な ま ま に 工 事 中 止 の 仮 処 分 」 申 請 を 行 っ た こ と は 、 職

務 上 の 法 的 義 務 に 違 反 し て お り 、 国 家 賠 償 法 の 違 法 行 為 に 該 当 す

る 。 ）  

・  大 阪 高 裁 で も 宝 塚 市 が 敗 訴 し 、 Ａ と Ｂ に 対 し 、 合 わ せ て ３ 億  

4,800万 円 と 遅 延 損 害 金 を 合 わ せ て の 賠 償 命 令  

（ 宝 塚 市 は 損 害 を 与 え る お そ れ を 認 識 で き た の に 仮 処 分 申 請 を 強 行

し て お り 、 過 失 を 否 定 で き な い 。 ）  

・  最 高 裁 で は 、 二 審 判 決 を 支 持 （ 二 審 判 決 確 定 ） し 市 が 敗 訴 。 遅 延

損 害 金 を 含 め 約 ４ 億  8,700万 円 の 支 払 が 確 定  
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○  不同意決定通知後の対応  

・  西脇市条例の規定では、勧告、命令について、「することが

できる。」となっているが、宝塚市の判例を踏まえると、西脇

市条例の現状から、いずれの行為も訴訟となる可能性が極めて

高く、命令等で営業を停止し、訴訟となった場合、その期間に

応じ、億単位の高額な損害賠償金を問われる可能性が十分考え

られるため、そういったリスクを承知の上での中止命令等はで

きるものではないと考えている。  

 

 

【西脇市条例抜粋】  

（同意を得ていない規制対象施設の建築等に対する勧告）  

第７条  市長は、第３条の同意を得ないで規制対象施設の建築等を行っている者及

び前条に規定する指導に従わない者に対して、必要な勧告を行うことができる。  

２  前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

 

（中止命令等）  

第８条  市長は、建築主が第３条の同意を得ず、又は前条第１項の勧告に従わず、

なお規制対象施設の建築等をしようとするときは、当該規制対象施設の計画の変

更若しくは工事の中止を命じ、又は当該規制対象施設の除却その他必要な措置を

講じることを命ずることができる。  

 

（罰則）  

第 12条  第８条の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲役又は３万円以下

の罰金に処する。  

２  第９条第１項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避した

者は、２万円以下の罰金に処する。  


